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お客様各位

月次会費お支払方法・ルールのご確認

スマイリーエンジェル会員様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、月次会費支払方法・ルール改定致しましたので、
ご確認頂けますようお願い致します。

【お支払方法】
1 杏林堂各店舗サービスカウンターにお越し頂き、クラブ会員カードをご提示して、

「月次会費支払」と従業員にお申し付け下さい。
※必ずクラブ会員カードのご提示をお願い致します。
ご提示されなかった場合は、月次会費のお支払の確認が出来ませんので、
お忘れのないようご注意ください。

2 月次会費お支払後、「ランニング会費」・「カードNo.」の 2点がレシートに記載されている事を
ご確認頂けますようお願い致します。

3 お支払より数日以内に、事務局より支払確認メールを送らせて頂きます。
下記のアドレスからのメールを必ず受け取れるよう受信許可設定等を行って下さい。
アドレス：smac.shizuoka@kyorindo.co.jp
※設定不備によるメールの不着については責任を負いかねます。

【ルール】
1 月次会費は、当月分を［前月度末日］までにお支払下さい。

例）8月分を 7月末日までにお支払い。

2 クーポン会員との切り替えは［３か月間］出来ません。
例）４月に月次会員入会の場合は、７月までクーポン会員に切り替えができません。
　 ４月に月次会員からクーポン会員に切り替えの場合は、７月まで月次会員に

切り替えができません。

3 入会月の会費は無料となります。お支払は翌月分からとなります。
例）8月 15日入会の方

8月分は無料となります。8月末日までに 9月分の会費をお支払下さい。

4 口座引き落とし切り替えに関して
毎月１０日までに口座振替申込書をご提出頂ければ、翌々月から引き落としになります。
例）４月１０日までの提出、５月末日の引き落としになります。６月分会費となります。

　   ４月１０日以降の提出、６月末日の引き落としになります。７月分会費となります。

※クーポンへの切り替え、休会を希望される方は、毎月 20日まで（口座引き落としの方は
　　毎月１０日まで）にご連絡頂ければ、翌月から切り替え可能です。
　　それ以降の場合は、翌々月からの切り替えとなります。

切り替えのご連絡は、smileyangel.kyorindo@gmail.com　までお願い致します。

※切り替えのご連絡をする前に店舗でのクーポン購入は手続きの関係上ご遠慮下さい。　
　　必ず事前にご連絡下さい。

必ず全てご確認頂き、また、大切に保管して頂く様お願い致します。
今後とも、スマイリーエンジェルをご愛顧いただけますよう、宜しく御願い申し上げます。
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